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１．平成２３年度の調査結果

○ 本年度に実施したウメ輪紋ウイルス（以下「ＰＰＶ」という ）の発生調査（防除。

区域等調査、広域調査）の結果等を報告した。

２．新たに感染が確認された地域の取扱い

○ 新たにＰＰＶの感染が確認された地域については、原則として、感染植物が確認さ

れた園地から半径１ｋｍの範囲を「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令

（平成２２年農林水産省令第４号 」に基づく防除区域（以下「防除区域」という ）） 。

への追加指定を検討することを確認した。

○ なお、ＰＰＶの感染植物が確認された地域であっても、全ての感染植物の処分が終

わっている（又は速やかな処分が見込まれる）地域については、これまでと同様、防

除区域に指定しないという判断もできると考えられるが、その場合には、今後少なく

とも３年間の発生監視調査を実施すること、アブラムシの防除・宿主植物の移動制限

を徹底することを前提として、厳格な管理を行う必要があるとの専門家の意見があっ

た。

３．根絶確認調査の実施について

○ 本年度までに防除区域内の感染植物の特定調査が全て終了し、感染植物の処分が終

わった地域については、来年度から根絶確認調査を実施することを確認した。

４．調査方法の見直しについて

○ 国内でのＰＰＶの発生状況を確認するために３年間実施してきた全国調査について

は、これまでの調査結果で国内における発生状況は概ね把握できたと考えられること

から、調査対象区域（園地）数の見直しなどの検討を行った上で、今後も調査の継続

を検討することを確認した。

○ 防除区域に指定した市町で３年間実施してきた感染範囲を特定する調査について

は、これまでの調査結果で感染範囲は特定できたと判断できることから、調査方法を

見直すよう検討することを確認した。

（以上）




